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朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）

金剛山の南側財産、北側が法的整理へ

　『朝鮮中央通信』によれば、2011年７月29日、北朝鮮の

金剛山国際観光特区指導局は、同日から金剛山国際観光特

区内のすべての南側の不動産と財産に対する法的処分へと

移行するとの報道を出した。

　北側は７月29日までに財産整理に関連する協議に応じる

ことを通告したが、このような措置が一方的であり、南北

合意に反するとの南側の反対により、当事者との協議に入

ることができなかったようである。

　これに対して今回の報道では、南側の不動産に対する法

的処分へと移行する決定を、同日、現代を通じて南側の企

業に通知し、韓国政府にも板門店を通じて通告したことに

言及した。３週間の期間中に法的処分に立ち会わない企業

に対しては、財産権を完全に放棄したものとみなし、処分

された不動産は、北側の手続きに従って国際観光に利用す

ることになると明らかにした。

　金剛山には一時、年間30万人を超える南側からの観光客

が訪れたが、2008年の韓国人観光客射殺事件で中断状態が

続いている。北朝鮮が外国人観光客（主に中国）の誘致を

行うために南側企業の事業独占を南側観光客に限定し、北

朝鮮領内を通じての観光は北側が担当する新たな制度を

作ったが、金剛山の観光施設はほとんどが韓国企業の所有

である。南側はこれら韓国企業所有の施設を利用して、外

国人に観光を行わせることは、南北合意に反する行為であ

るとして当局間対話を求めているが、北側はこれには応じ

ず、法的整理を宣布することになった。

第１回羅先国際商品展示会開催

　2011年８月22日～25日、羅先市で第１回羅先国際商品展

示会が開催された。『朝鮮新報』によれば、中国、ロシア、

イタリア、米国、オーストラリア、台湾、北朝鮮の110余

の企業が出品した機械設備、電気・電子製品、運輸機材な

どが展示された。

金正日総書記がロシアおよび中国を訪問

　『朝鮮新報』、『朝鮮中央通信』によれば、金正日総書記

が2011年８月20日～27日、ロシアと中国を非公式訪問した。

金正日総書記は20日、豆満江駅から列車でロシアのハサン

駅に到着し、21日にアムール州のブレヤ発電所を見学、23

日にブリヤート共和国のウランウデに到着し、24日にメド

ベージェフ大統領と首脳会談をおこなった。

　今回の訪問には、金永春人民武力部長、姜錫柱内閣副総

理、国防委員会の張成沢副委員長、朝鮮労働党の金養建、

朴道春、太宗秀の各書記、朱奎昌部長、朴奉珠第１副部長、

朝鮮労働党咸鏡北道委員会の呉秀容責任書記、金桂官第１

外務次官、金英才・ロシア駐在朝鮮大使、ロシアナホトカ

駐在朝鮮総領事館のシム・グクリョン総領事が同行した。

　メドベージェフ大統領との首脳会談では、六カ国協議に

関して、前提条件なしに一日も早く再開し、９・19共同声

明を同時行動の原則に基づいて履行することによって、全

朝鮮半島の非核化を早めることが合意されたほか、ガスパ

イプラインや鉄道連結の問題についてさせる問題が協議さ

れ、ワーキンググループでの議論を行うことが合意された。

　ウランウデでの首脳会談終了後、総書記は中国の内モン

ゴル自治区満州里市から中国に入り、内モンゴル自治区ホ

ロンバイル市ハイラル地区と黒龍江省チチハル市を訪問し

た後、吉林省集安市から北朝鮮へと戻った。

羅先発金剛山試験ツアー実施

　『朝鮮新報』によれば、2010年８月30日～９月３日、羅

先から金剛山を訪問するパイロットツアーが開催された。

金剛山国際観光特区指導局、朝鮮国家観光総局、羅先市人

民委員会（市役所）、朝鮮大豊国際投資グループが主催し

たパイロットツアーには、中国延辺朝鮮族自治区政府副州

長と延吉、図們、琿春等の地方政府の観光事業関係者や旅

行社の幹部、事業家、投資家、観光客など100余名が招待

され、北朝鮮、中国、ロシア、米国、フランス、日本、オー

ストラリア、南アフリカ、マレーシア、シンガポール、ア

ルゼンチン等の国籍を持つ各国の新聞社、テレビ記者等約

30名も同行した。

　本ツアーは、羅先市の羅津港を「万景峰号」（「万景峰－

92号」の前に使用されていた船舶、1971年就航）で出発、

江原道高城郡の長津港まで移動し、金剛山の九龍の滝、三

日浦、海金剛、金剛山ゴルフ場、海水浴場等を参観した。

　今回のパイロットツアーは、南北関係の悪化を受け、韓

国企業の独占権を韓国からの観光に限定し、その他の国・

地域からの観光は北朝鮮が受け持つことにして2011年５月

31日に公布された「金剛山国際観光特区法」の下での観光

を、中国をはじめとする各国の旅行会社に広報することが

主な目的であると考えられる。

　『共同通信』によれば、このような動きに対して、韓国

政府は2011年９月６日、金剛山国際観光特区への観光・投

資を自粛するよう関係国に要請する方針を決めた。
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